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「住宅用火災警報器PRハ ンドブックJ等 を活用した消防団、

婦人 (女性)防 火クラブ及び自主防災組織等と連携した住宅

防火の推進について

近年の住宅火災による死者の急増等を踏まえた平成16年の消防法改正により、

新築住宅は平成18年6月1日から、既存住宅は市町村の条例で定める日から住宅

用火災警報器等の設置及び維持が義務づけられることとなりました。

特に既存住宅については、その住宅ストック数が膨大であることから、消防

機関が消防団、婦人 (女性)防 火クラブ及び自主防災組織等の地域に根ざした

活動を展開している団体と連携して、住民に対しわかりやすく周知を図ること

が必要不可欠となります。消防法改正の国会審議においても、地域防災組織と

の連携等を通じて、住宅火災警報器等の設置について積極的な普及に努めるこ

ととする内容が衆参両院で附帯決議されています。

このため、広報 ・普及啓発活動の重要な役割を担う消防団、婦人 (女性)防

火タラブ及び自主防災組織等のリーダーの立場にある者が当該地域の住民に周―

知を図る際のポイントをまとめた 「住宅用火災警報器PRバ シドブラタ」(以

下 「ハンドブック」という。)を 、当庁監修のもと財団法人日本防火協会の協

課



力を得て作成 しました。

このハン ドブックを下記のとお り地域で開催される講習会や研修会等の場で

活用することにより、法合に基づ く住宅用火災警報器の設置及び維持に依る情

報提供のみならず、住宅防火対策
一般について幅広 く広報 ・普及啓発 して頂 く

ようお願い致 します。

なお、 (財)日 本消防協会及び (財)日 本防火協会には別添のとおり協力の依

頼をしています。

つきましては、この旨貴都道府県内市町村及び各消防本部等へ周知 して頂 く

ようお願い致 します。           1■ |■ ‐

記

1 対象者

消防団、婦人 (女性)防 火クラブ及び自主防災組織のリーダーの立場にあ

る者等

2 活用方法

地域で定期的に開催される講習会や研修会等において対象者にハン ドブッ

クを配布 し、地域住民へわかりやす く広報 ・普及啓発する手法について意見

交換 を行うこと。 (イメージ図は別紙のとおり)―| す l  i―

なお、本ハン ドブックを踏まえた、普及 ・啓発活動に資するリーフレット

を近 日中に作成 ・配布する予定であること。|!  ■    ―

3 その他                11う|‐|

本ハン ドブックは (財)日 本防火協会か ら別途送付されるが、これにあわ

せてハン ドブックの内容を収めたCDも 送付1予定であるこ1と古+1.1

また、近 日中に (財)日 本防火協会ホームペ■ジ'|(http:〃市▼w,n一bottka,or.

jp)に同じく本ハンドブックの内容を掲載することとしているので、必要に応

じダウン由― ドして活用すること。     
‐



別 紙

1    督
〈消防団、婦人防火クラブ、自主防災組織等〉

〔期 墨署唇鴛〕 窪贄イツ錐訣姦 〔ラ姿究死戸墨署層鴛〕
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9 号

27 日

財 団 法 人 日本 消 防 協 会  理 事 長  殿

消 防 庁 消 防 課

消 防 庁 防 災 課

消 防 庁 防 火 安 全 室

住宅用火災警報器等の設置及 び維持 に係 る消防団、婦人( 女

性) 防火 クラブ、 自主防災組織等の協力について ( 依頼 )

陽春 の候 、 ます ます ご清祥 の こ ととお慶 び申 し上 t ずます。

平素より消防行政の推進につきま して、深いご理解とご協力を賜 り、

厚 く感謝 しお礼 申 し上げます。

また、財団法人 日本消防協会 におかれましては、全国の消防団等の教

育訓練などを推進 され、国民の生命、身体、財産の安全及び産業の保全

に真剣に取 り組 まれてお り、重ねてお礼申
°
し上げます。

さて、平成 1 6 年第 1 5 9 回国会 におい て、近年の住宅火災による死者

数の増加等を踏 まえ、消防法が改正 され新築住宅については平成 1 9 年 6

月 1日 から、既存住宅については各市町村条例で定める日から、住宅用

火災警報器等の設置及び維持が義務づけられることとな りま した。

特 に、地域防災組織 との連携等を通 じて、住宅用火災警報器等の設置

について積極的な普及 に努めることとする内容が、衆参両院で附帯決議
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され ま した。

このため 、地域 において住宅用火災警報器等 の設置及 び維持 を推進す

る上 で、ャ従来以上 に消防団、婦人 ( 女性 ) 防 火 クラブ、 自主防災組織等

との連携協 力を深 め、住宅防火対策 を国民運動的 に実施 してい く必要が

あ ります。

貴職 におかれ ま しては、消防法改正 の趣 旨を踏 まえ、消防団等が地域

に根 ざ した住宅防火対策の推進 を積極的 に展開で きるよう、― 層の ご高

配のほ どよろ しくお願 い致 します。

なお、 リー ダー研修等の機会 に別添の 「住宅用火災警報器 P R ハ ン ド

ブ ック」( 総務 省消防庁監修 ) は 、住宅用火災警報器 の設置及 び維持 を地

域住民に広報 , 普 及啓発す る際の方法 について分 りやす くまとめ られて

いることか ら、当該ハ ン ドブ ックを リー ダー等 の研修材料 とす るな どの

活用について もご配慮 いただ きます ようよろ しくお願 いいた します。

また、貴職 におかれ ま しては、貴協会 の関係 団体 につきま しても、 こ

の 旨周知 され ます ようよろ しくお願 いいた します。
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27 日

財 団 法 人 日本 防 火 協 会  理 事 長  殿

消 防 庁 消 防 課

消 防 庁 防 災 課

消 防 庁 防 火 安 全 室

住宅用火災警報器等 の設置及 び維持 に係 る消防団、婦人( 女

性) 防火 クラブ、 自主防災組織等の協力について ( 依頼 )

陽春 の候 、ます ます ご清祥 の こ ととお慶 び申 し上 t ずます。

平素 よ り消防行政の推進 につ きま してt 深 いご理解 とご協力 を賜 り、

厚 く感謝 しお礼 申 し上 げます。

また、財 団法人 日本防火協会 におかれ ま しては、全国の婦人 ( 女性 )

防火 クラブ及 び 自主防災組織等民間防火組織の地域活動 を推進 され、国

民 の生命 、身体 、財産 の安全及 び産業 の保全 に真剣 に取 り組 まれてお り、

重ね てお礼 申 し上 げます。

さて、平成 1 6 年 第 1 5 9 回 国会 において、近年の住宅火災 による死者

数 の増加等 を踏 まえ、消防法 が改正 され新築住宅 については平成 1 8 年 6

月 1 日 か ら、既存住宅 については各市町村条例 で定め る 日か ら、住宅用

火災警報器等 の設置及 び維持 が義務 づけ られ ることとな りま した。

特 に、地域防災組織 との連携等 を通 じて、住宅用火災警報器等の設置



につ いて積極的な普及 に努め ることとす る内容が、衆参両院 で附帯決議

され ま した。

このため、地域 において住宅用火災警報器等 の設置及 び維持 を推進す

る上 で、従来以上 に消防団、婦人 ( 女性 ) 防 火 クラブ、 自主防災組織等

との連携協 力を深め、住宅防火対策 を国民運動的 に実施 してい く必要が

あ ります。

貴職 におかれ ま しては、消防法改正の趣 旨を踏 まえ、婦人 ( 女性 ) 防

火 クラブ、 自主防災組織等 が地域 に根 ざ した住宅防火対策 の推進 を積極

的 に展開で きるよ う、一層 の ご高配のほ どよろ しくお願 い致 します。

また、貴職 におかれ ま しては、貴協会 の関係団体 につ きま しても、こ

の 旨周知 され ます ようよろ しくお願 いいた します。


